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2015年現在の
フィリピンの植生

「クリーンウッド」利用推進事
業のうち生産国における現
地情報の収集（熱帯地域）

フィリピン

鮫島弘光
公益財団法人地球環境戦略研究機関

2019/3/8 TKP虎ノ門駅前カンファレンスセンター

林野庁委託事業「クリーンウッド」利用推進事業のうち生産国における現地情報の収集
（熱帯地域）調査結果報告会－フィリピン、タイ、ブラジル、エクアドル、ラオス－
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 かつてフィリピンの森林被覆率は7
割以上あり、1960-70年代は南洋材

の主要輸出国（主に日本向け）。多
くは択伐コンセッションからの生産

 過剰伐採、低地からの移住民によ
る開拓→森林被覆率は2割以下ま
で減少

 1991年レイテ島で台風による災害
→原生林・高地での伐採禁止

 2004年すべての択伐コンセッション
を停止

 2011年すべての天然林の伐採禁止

1. 林業セクターの概況フィリピンの森林面積
（百万ha）

（百万m3）

2015年森林
被覆率：27%
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公有地から
の木材生産

 2000年代後半以降、木材生産の多くは私有地
における早生樹

 特にその生産はミンダナオ東部Caraga地方
（Region 13）に集中：2017年木材生産の67%

2017年にはフィリピン国産
材の94%が私有地から生産

※林地のうち森林
が維持されている
のは半分程度



 2017年木材生産（73.3万m3）の99.6%は植林木（早生樹）
 主要樹種

ファルカタ（Paraserianthes falcataria）：49.8万m3

マホガニー（Swietenia macropylla）：6.9万m3

ヤマネ（Gmelina arborea）：5.7万m3

マンギウム（Acacia mangium）：5.3万m3

Caraga地方のファルカタ私有林。村周辺に植
林されている。
5-7年生で伐採、製材工場、合板工場へ販売
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建築用木工品
（4418）

木製建具

木製家具（94030-60）

木炭
（4402）

製材（4403）

合板（4412）

製材（4407）

木質由来の紙
（4802-03）

建築用木工品
（4418）

木製家具
（94030-60）

丸太（4403）

木質パルプ
（4701-05）

寄木細工（4420）

 2010年代に合板の輸入が急増

 2006年中盤以降、建築用木工品の輸出（99%日本向
け）が卓越。

 製材の輸出も増加
木製建具以外

フィリピンの木材・木材製品輸入額推移

フィリピンの木材・木材製品輸出額推移

出典：UN Comtrade Database
数字はHSコード

2016年フィリピン総輸出額の5%
99%は日本への輸出

15%は日本向け
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USA

Malaysia
（主にサバ州）

Malaysia
（主にサラワク州）

Canada

China

Japan

Malaysia

フィリピンの木材輸入先の詳細丸太（4403）

製材（4407）

合板（4412）

USA

出典：UN Comtrade Database
数字はHSコード



3. 森林資源の収穫に関する法律

 伐採に関する申請の受領、審査、現地調査、輸送許可発行
 輸送時の検査（チェックポイント）
 木材加工工場許可証の申請を受領、審査
 木材加工工場の監査
 木材加工工場からの材木原産地証明を発行
 輸入許可証、輸出許可証を発行

許認可の審査

評価・監督

全国16地方

全国81州

全国173事務所：4-10の市・町を管轄

環境天然資源省（DENR）

森林管理局（FMB）

環境天然資源省州事務所（PENRO）

環境天然資源省コミュニティ事務所（CENRO）

環境天然資源省地方事務所



3. 森林資源の収穫に関する法律

所有権 土地使用権／伐採許可のタイプ 天然木 植林木

公有地 包括的森林管理協定 (IFMA)

企業への25年間使用ライセンス
102ライセンス、合計727,983 ha（2017年）

2,252 26,032

コミュニティ林管理協定 (CBFM)

コミュニティへの25年間使用ライセンス
1,884ライセンス、1,615,598 ha（2017年）

258

私有地 植林地所有証明書 (CTPO) / 自己モニタリングフォーム(SFM)

確認証明書 (CV)：CTPOを持っていない私有地からの輸送許可

36 688,329

私有地木材許可書 (PLTP) 4 770

特別伐採許可 開発などにともなう伐採（主に公有地） 2,543

その他
私有地の保護種を伐採するための特別私有地木材伐採許可
(SPLTP)など

619 12,632

合計 2,912 730,563

かつては木材伐採権協定 (TLA)による択伐コンセッション（公有地）が主な木材供給源
であったが、現在施業中のコンセッションは存在しない

土地使用権／伐採許可タイプと2017年生産量 (m3)



公有地

種類 ①包括的森林管理協定 (IFMA)
企業への25年間国有林使用ライセンス
主に植林プランテーション
伐採コンセッション（TLA）から転換されたものが多い

森林管理
のための
要件

 環境影響評価または初期環境調査→環境適合認証書の取得（環
境天然資源省が発行）

 25カ年包括的資源管理計画（環境天然資源省が承認）

伐採許可  5ヵ年作業計画
 年次運用計画
 伐採予定木の100%インベントリー

丸太輸送
許可

木材搬出許可
 木材原産地証明申請
 検数表（樹種と量）

木材原産地証明書
（CTO）（CENROが発行）



公有地

種類 ②コミュニティ林管理協定 (CBFM)

森林管理
のための
要件

25カ年包括的資源管理フレームワーク（環境天然資源省が承認）
• コミュニティ協議
• 土地の境界確定と調査
• 木のマーキング
• DENR（コミュニティ、州、地方レベル）、住民組織、地方行政単位

その他ステークホルダーによる検証・承認

伐採許可  5ヵ年作業計画
 伐採予定木の100%インベントリー

丸太輸送
許可

木材搬出許可
 木材原産地証明申請
 検数表（樹種と量）

木材原産地証明書
（CTO）（CENROが発行）



私有地

種類 ①植林地所有証明書 (CTPO)

森林管理
のための
要件

 コミュニティ環境天然資源事務所から植林地所有証明書を取得
• 土地所有権の証拠

• 申請者が植林地の正当な所有者であることを示すバランガイ長
（村長）から取得した証明書

• 植林地の写真
CENROスタッフが現地測量を行う
取得には一週間程度必要
 土地登記局において登記

伐採許可  伐採許可を取得する必要はない
 伐採予定木をCENROに申請

丸太輸送
許可

 自己モニタリングフォーム（SMF）
 検数表（樹種と量）
 輸送契約書の写し

CENROが現地確認・承認
１日程度



CTPO SMF

CTPOのID

樹種名

植林樹種名



②植林地所有証明書 (CTPO)がない場合

 伐採許可証：CENROが発行
 輸送確認証明書（CV）：CENROが発行

私有林

④高級樹種

 インドカリン（Pterocarpus indicus）、ベンゲット松（Pinus keysia）などについては
特別私有地木材許可（SPLTP）取得が義務（CENROが発行）

 輸送確認証明書（CENROが発行）

③私有地木材許可証

 私有地からの天然木伐採許可

伐採本数は10本以下の場合等
CENROスタッフが現地調査を行う



CBFM

CTPO

CTPOなし
私有地植林木

インドカリン
など保護種

木材原産地証明
（CTO）

4. 木材加工・輸送のために必要な手続き

CV

SMF

SPLTP

原材料や供給源の記録
が義務

工場内計測者（in-plant 
scalers）、 CCTVカメラによる
入荷・出荷材の監視

承認

材木原産地証明（CLO）

CTO, SMFなど、計

数表（本数、樹種な
ど）添付

家具・完成品
には不要

全国117ヶ所のCheck Pontで
監視

環境天然資源省地方事務所

木材加工工場

木材生産地のCENRO

木材加工工場許可

加工工場所在地のCENRO

IFMA



環境天然資源省コミュニティ事務所（CENRO）の例：Caraga地方

CENRO Bayugan（農村部）

CENRO Nasipit（都市部）
 ４つのMonitoring Station/Assistance Center
 1つのCheck Point
 2木材加工工場を監督  19木材加工工場を監督

 In-plant scalerが毎日、木
材の入荷・出荷を監査

 CCTVカメラで常時記録

Monitoring Station/Assistance Center
CTPOの測量、SMFの現地確認等

Check Point

木材・木材製品の輸送許可証
（SMF, CTO, CLOなど）の確認



木材原産地証明書／材木原産地証明書
CENROによって毎月オンラインデータ
ベースに入力される

マニラの森林管理局（FMB）で
全国のデータを確認

木材製品の種類、原料樹種名
検数表（1本ごとの樹種とサイズ）

伐採許可ID



5-1. 木材輸入のために必要な手続き

木材・材木販売業者登録証明
木材原料輸入許可

承認

フィリピン木材協会
加工流通過程の管理（CoC）システム

及びモニタリングコンプライアンスの要
件に関するガイドブック

木材輸入事業者第三国の木材
輸出事業者

販売・供給契約書

認証

国内市場

Importation document

所在地のCENRO

環境天然資源省地方事務所

第三国の駐在フィリ
ピン商務官／大使館

国外における伐採時の合法性
の確認は求められない



PNGから
丸太を輸入 単板に加工

サプライチェーンの例：Caraga地方

合板のコアは周辺の農村部
からのファルカタ材
（CTPO/SMF）

フィリピンの合板・ブロックボード製造事業者

中国の単板製造事業者 合板の裏表に使用

輸出元事業者は明確、植物検疫
の書類から樹種もわかる。

しかし原木の生産国や、伐採の
合法性を確認することは困難

PNGの合法証明

別の合板製造事業者は中国からOkoume（アフリカ原産種）単板を輸入していた
が、原産国については把握していなかった

中国からフィリピンに輸入



5-2. 木材輸出のために必要な手続き

承認

木材輸出事業者 海外市場

所在地のCENRO

輸出許可証

原産地証明書
（必要に応じて）

フィリピン→日本への輸出は日・フィリピン経
済連関協定 (PJEPA)に基づく原産地証明書

関税局

輸出許可取得のために必要な書類
 樹種、数量
 事業者登録証
 事業許可証
 原産地証明
（CTO/CLO/CV/Importation documents等）
 写真

環境天然資源省地方事務所

フィリピン国産材については伐
採時の合法性確認が容易だ
が、第三国からの輸入材を加
工した製品については困難



輸出許可証（合板）

添付書類

原料（中国製ベニヤ、国産ベニヤ、国産丸太）
とその合法性に関する情報も添付される



文章名 詳細 発行当局

販売用インボイス 輸出された製品の詳細と約定価格 輸出業者

船荷証券 貨物の受領を確認
運送業者または貨物取扱業

者（または代理業者）

輸出許可書
認可輸出業者が要請された輸出手配を進め

ることができる。
環境天然資源省地方事務所

特別許可書

製品が植林地で育った高級材種（例：

Pterocarpus indicus）から作られている場合、

当該製品の輸出に特別許可が与えられる。

環境天然資源省地方事務所

輸出承諾書及び輸出適合証明書
積荷の製品が、輸出許可書によって輸出を認

められた製品と合致していることを証明
環境天然資源省CENRO

植物検疫証明書

（BPIフォーム“Q” No. 11）
製品が植物検疫処置を受けたことを証明

植物産業局植物検疫サービ

ス課（農業省）

梱包明細書
輸送された各クレート、ボックス、コンテナの

中身の詳細
輸出業者（CENROによる認可）

輸出申告書 輸出される品目・製品の詳細な申告書 輸出業者が関税局へ提出

積込許可書
輸出業者が積荷を船または航空機へ積み込

むことができる。
関税局

原産地証明書（日本向け輸出の

場合は「JP原産地証明書」）
輸出される製品の原産地を証明 関税局

輸出の際に法的に義務付けられている書類

2つの書類が合法性に関連する



 2019年に国会で持続的林業法（Sustainable Forestry Act）が成
立する可能性がある。

 国レベルでの合法性第三者認証システム構築（TLAS）も検討さ
れている

 現在フィリピンで生産されている植林木の多くは外来樹種で、
天然林からの違法伐採材と区別しやすいが、将来的には在来
種植林木の供給も増えることが考えられる

 木材輸出国ではないため、EUとのVPAには関心が薄い（2019年
森林管理局聞き取り）

6. その他

 現在フィリピン国内にFSC FM認証を取った森林は無い（USAID
のプロジェクトで取得したコミュニティがあったが、更新せず）

 FSC CoC認証は10社が取得
 国家森林認証システム（PEFCと相互認証の可能性）構築が検

討されている



まとめ

 フィリピンの木材合法性は、伐採、輸送、加工、輸出入など一
貫して環境天然資源省コミュニティ事務所（CENRO）が窓口と
なっており、許認可データはオンライン管理されている。

 国産材に関しては、伐採の行われた場所や許可の種類が明
らかな書類が輸出段階まで添付されるので、合法性確認は比
較的容易と考えられる

 基本的に天然木は伐採が禁止されているため、フィリピン国
産天然木については適切な許可が取得されているか十分な
確認が必要

 第三国からの輸入材については、伐採時の合法性情報など
は要求されない。別途確認が必要


